
0猛 727日 歎

「価
値
あ
る
近
代
建
築
」

建
築
家
協
会
が
市
に
要
望

廃
虚
と
化
し
、
保
存
活
用
が
要
望
さ
れ
て
い
る

旧
検
見
川
送
信
所
＝
花
見
川
区

同
送
信
所
は

一
九
二
六
年
、
旧
東
京

無
線
局
の
送
信
所
と
し
て
開
局
。
三
〇

年
に
は
浜
口
雄
幸
首
相
の
ロ
ン
ド
ン
軍

縮
条
約
締
結
記
念
放
送
を
日
英
米
に
同

時
発
信
し
、
日
本
初
の
国
際
放
送
と
な

っ
た
。
そ
の
後
も
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
の
全

国
中
継
な
ど
情
報
化
社
会
の
先
駆
的
役

割
を
果
た
し
た
が
、
七
九
年
に
閉
局
。

九

一
年
か
ら
市
所
有
と
な
り
、
土
地
区

画
整
理
事
業
て
取
り
壊
し
予
定
の
ま
ま

放
置
さ
れ
廃
虚
と
化
し
て
い
る
。

東
京
中
央
郵
便
局
な
ど
近
代
主
義

（
モ
ダ

ニ
ズ
ム
）
建
築
の
傑
作
を
手
掛

け
た
旧
逓
信
省
の
建
築
家

・
吉
国
鉄
郎

の
設
計
て
、
丸
み
を
帯
び
た
外
観
に
放

物
線
状
の
窓
な
ど
、
機
能
美
を
追
求
し

た
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
が
特
徴
。
六
月
に

は
、
近
代
建
物
の
保
存
に
取
り
組
む
「
Ｄ

Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
　
Ｊ

ａ
ｐ
ａ
ｎ

（
ド

コ
モ
モ
ジ

ャ
パ
ン
と

の
二
〇
〇
八
年

度
選
定
建
物
に
選
ば
れ
た
。

こ
れ
ら
の
動
き
か
ら
、
同
支
部
は
支

部
長
、
支
部
内
の
保
存
問
題
委
員
長
、

県
建
築
家
協
会
長
の
連
名
で
要
望
書
と

陳
情
書
を
提
出
。
大
正
末
期
の
モ
ダ

ニ

ズ
ム
建
築
の
出
発
点
の

一
つ
で
あ
り
、

戦
災
で
残

っ
た
数
少
な
い
同
時
代
の
建

築
と
し
て
価
値
が
あ
る
と
訴
え
、
保
存

活
用
に
向
け
た
市
文
化
財
と
し
て
指
定

を
求
め
て
い
る
。

保
存
問
題
委
員
会
の
委
員
て
、
住
民

の
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
に
も
参
加
し
た
若
葉

区
の
建
築
家
、
安
達
文
宏
さ
ん
合
も
は

「県
や
国
で
文
化
財
指
定
し
て
も
い
い

レ
ベ
ル
。
所
有
者
の
千
葉
市
が
そ
の
価

値
に
気
付
い
て
ほ
し
い
」
と
話
す
。

保
存
を
訴
え
、
昨
年
か
ら
見
学
会
や

シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
を
開
い
て
き
た
市
民
グ

ル
ー
プ

「検
見
川
送
信
所
を
知
る
会
」

代
表
て
同
区
在
住
、
山
梨
英
和
短
大
名

誉
教
授

（
情
報
文
化
論
）
の
伸
佐
秀
雄

さ
ん
Ｏ
Ｏ
は

「地
元
町
内
会
と
協
力
し

て
市

へ
の
要
望
を
検
討
し
て
い
た
と
こ

ろ
。
非
常
に
あ
り
が
た
い
」
と
喜
ぶ
。

市
は
昨
年
度
か
ら
地
域
文
化
財
の
登

録
制
度
を
導
入
。
市
生
涯
学
習
振
興
課

に
よ
る
と
、
市
民
か
ら
募
集
し
た
地
域

文
化
財

へ
の
推
薦
情
報
で
は
、
十
七
作

寄
せ
ら
れ
た
う
ち
六
件
が
同
送
信
所
を

挙
げ
て
い
た
。

今
回
の
要
望
を
受
け
、
同
課
は

「秋

む
ろ
に
予
定
し
て
い
る
次
回
の
文
化
財

登
録
の
審
議
会
て
報
告
し
た
う
え
で
、

審
議
会
メ
ン
バ
ー
の
現
地
調
査
な
ど
も

含
め
て
検
討
し
た
い
」
と
し
て
い
る
。

日
本
初
の
国
際
放
送
を
発
信
し
た
旧
検
見
川
送
信
所

（
花
見
川
区
）
の
保
存
活
用

へ
、

社
団
法
人
日
本
建
築
家
協
会
関
東
甲
信
越
支
部
（
東
京
都
）
は
、
市
文
化
財
と
し
て
指
定

を
求
め
る
要
望

・
陳
情
書
を
市
長
、
市
教
委
、
市
議
会
議
長
あ
て
に
提
出
し
た
。
地
域

住
民
か
ら
も
保
存
を
求
め
る
声
が
上
が

っ
て
お
り
、
市
は

「専
門
家
か
ら
見
て
も
価
値

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
現
地
調
査
も
視
野
に
検
討
し
た
い
」
と
し
て
い
る
。


